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規
　
則

◯
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
五
・
農
畜
産
振
興
課
）
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
六
・
水
産
漁
港
課
）
…
２

◯
秋
田
県
入
港
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
七
・
港
湾
空
港
課
）
…
…
３

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
五
号

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
中
「
採
取
回
数
」
を
「
採
取
に
係
る
知
事
の
定
め
る
回
数
」
に
改
め
、
同
条
中

「
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
。
」
を
削
り
、
「
第
十
二
条
但
書
の
規
定
に
よ
り
、
」
を
「
第

十
二
条
た
だ
し
書
の
」
に
改
め
、
「
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
を
採
取
す
る
」
を
削
り
、
「
あ
つ
て
」

を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
の
受
講
者
」
を
「
を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
」
に
、
「
第
十
七
条
の
規

定
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
又
は
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
」
に
、
「
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
受
け
よ
う
」
を
「
受
講
し
よ

う
」
に
改
め
、
「
様
式
第
一
号
の
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
に
、
「
講
習
会
開
催
日
」

を
「
、
講
習
会
の
開
催
日
」
に
改
め
、
「
ま
で
に
」
の
下
に
「
、
こ
れ
を
」
を
加
え
る
。

第
三
条
を
削
る
。

第
四
条
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
四
条
本
文
」
に
、
「
様
式
第
二
号
に
よ
る
家
畜
人
工
授

精
所
開
設
許
可
証
」
を
「
当
該
申
請
を
し
た
者
に
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
許
可
証
」
に
改
め
、
同

条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
本
文
」
に
、
「
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省

令
第
九
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
」
に
、
「
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
で
あ
る
こ
と
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を

第
四
条
と
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
報
告
書
の
提
出
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
よ
り
種
畜
」
を
「
よ

り
、
種
畜
」
に
、
「
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
各
号
」
を
「
、
十
二
月
三
十
一
日
現

在
に
お
け
る
次
」
に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る

種
付
け
等
成
績
報
告
書
」
を
「
に
あ
っ
て
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
成
績
報
告
書
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
家
畜
人
工
授
精
所
現
況
報
告
書
」
を
「
に
あ
っ
て
は
、

別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
現
況
報
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
譲
り
受
け
た
」
を
「
か

ら
譲
渡
を
受
け
た
」
に
、
「
遅
滞
な
く
様
式
第
五
号
に
よ
る
精
液
注
入
報
告
書
を
、
及
び
」
を
「
、

遅
滞
な
く
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
注
入
報
告
書
を
、
」
に
、
「
様
式
第
六
号
に
よ
る
家
畜
人
工
授

精
経
過
報
告
書
を
精
液
を
譲
り
受
け
た
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
経
過
報
告
書
を
当
該
」
に

改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
」
を
削
り
、
「
様
式
第
七
号
に
よ
る
精
液
払

下
申
請
書
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
精
液
代
金
」
を

「
当
該
精
液
の
代
金
」
に
、
「
あ
つ
て
も
」
を
「
あ
っ
て
も
、
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す

る
。第

八
条
の
見
出
し
中
「
拒
む
」
の
下
に
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
加
え
、
同
条
中
「
左
」
を
「
次
」

に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
種
雄
畜
が
」
を
「
種
畜
の
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
従
わ
な
か
つ
た
」
を
「
従
わ
な
か
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

三
　
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出
を
怠
っ
た
場
合

第
九
条
中
「
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
種
畜
の
飼
養
者
の
」
を
「
種
畜
の
飼
養
者
は
、
家
畜

改
良
増
殖
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」

に
、
「
様
式
第
八
号
の
届
書
」
を
「
知
事
に
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
を

第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
を
削
る
。

第
十
一
条
中
「
規
則
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
令
第
十
一
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
様
式
第
十
号
の
届
書
」
を
「
知
事
に
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
法
、
規
則
」
を
「
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
令
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則
」
に
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改
め
、
「
こ
の
規
則
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
「
に
提
出
す
る
書
類
（
正
副
二
通
）
及
び
」

を
「
又
は
」
に
、
「
所
轄
」
を
「
当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
」
に
、
「
経
由

し
な
け
れ
ば
」
を
「
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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│

秋
田
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
六
号

秋
田
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
第
一
号
（一）
の
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
号
（二）
の
項
中
「
あ
つ
て

は
一
セ
ッ
ト
」
を
「
あ
っ
て
は
一
セ
ッ
ト
」
に
、
「
（３）
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
」
を
「
（３）
に
掲
げ

る
も
の
に
あ
っ
て
」
に
、
「
（４）
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
一
台
に
つ
き
五
百
万
円
、
（５）
に
掲
げ
る

も
の
に
あ
つ
て
」
を
「
（５）
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
」
に
、
「
（６）
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
」
を

「
（６）
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
」
に
、
「
（７）
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
」
を
「
（７）
に
掲
げ
る
も
の
に

あ
っ
て
」
に
改
め
、
「
た
だ
し
、
」
を
削
り
、
「
漁
業
経
営
改
善
の
た
め
の
」
を
「
漁
業
経
営
の
改

善
に
関
す
る
」
に
、
「
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
」
を
「
第
三
号
（三）
の
項
及
び
第
四
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
」
に
、
「
（９）
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
」
を
「
（９）
に
掲
げ
る
も
の

に
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
号
（三）
の
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
号
（四）
の
項
中
「
（２）

「
（２）

定
速
装
置

定
速
装
置
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改

（３）

発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
式
集
魚
灯
」

め
、
同
号
（五）
の
項
中
「
以
下
」
を
「
（五）
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
号
（七）
の
項
中
「
ば
つ
気
装
置
」
を

「
ば
っ
気
装
置
」
に
、
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
号
（八）
の
項
か
ら
（十）
の
項
ま
で
及
び

□
の
項
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
（一）
の
項
中
「
十
二
月
」
を
「
、
十
二

月
」
に
改
め
、
同
号
（三）
の
項
中
「
等
。
た
だ
し
、
」
を
「
等
（
」
に
、
「
は
除
く
。
」
を
「
を
除

く
。
）
」
に
、
「
二
千
万
円
（
た
だ
し
、
」
を
「
二
千
万
円
（
」
に
、
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」

に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
合
計
額
の
」
を
削
り
、
同
条
中
「
一
沿
岸
漁
業
従
事
者
等
に
係
る
」
を
削

り
、
「
貸
付
金
の
合
計
額
の
限
度
」
を
「
貸
付
け
（
第
六
条
第
一
項
各
号
を
除
き
、
以
下
「
貸
付

け
」
と
い
う
。
）
に
係
る
資
金
（
以
下
「
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
一
沿
岸
漁
業
従
事
者
等
ご
と
の

限
度
額
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
資
格
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
借
受
者

た
る
」
を
「
貸
付
け
を
受
け
る
」
に
、
「
た
る
個
人
」
を
「
で
あ
る
個
人
」
に
、
「
、
資
金
」
を

「
、
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
」
に
、
「
当
該
資
金
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
「
係
る
事
業
」
の
下
に

「
（
第
九
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
事
業
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
借
受
者
た
る
」
を
「
貸
付
け
を
受
け
る
」
に
、
「
団
体
に

あ
つ
て
」
を
「
団
体
に
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、
「
実

体
的
活
動
」
を
「
当
該
活
動
」
に
、
「
行
つ
て
」
を
「
行
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削

り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
貸
付
金
額
」
を
「
貸
付
金
の
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
借
受
け
」

を
「
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
」
に
、
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
替

え
て
」
を
「
代
え
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
者
」
の
下
に
「
（
以
下
「
借
受
者
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
「
貸
付
金
債
権
」
を
「
貸
付
け
に
係
る
債
権
」
に
、
「
認
め
」
を
「
認
め
て
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
「
又
は
」
の
下
に
「
前
項
の
規
定

に
よ
る
担
保
の
」
を
加
え
、
「
当
た
つ
て
」
を
「
当
た
っ
て
」
に
、
「
貸
付
け
を
受
け
た
資
金
」
を

「
貸
付
金
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
貸
付
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
」

に
、
「
（
以
下
」
を
「
（
第
七
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
漁
業
協
同
組
合
（
」
を
削
り
、
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
漁

業
協
同
組
合
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
所
管
地
域
振
興
局
」
を
「
そ
の
者
の
住
所
地

を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
申
請
書
」
を
「
前
項
の
申
請
書
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
申
請
書
」
を
「
申
請
書
」
に
改
め
、
「
知
事
が
」
を
削
り
、
「
定
め

る
」
の
下
に
「
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
貸
付
申
請
書
」
を
「
申
請
書
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ
た
」
に
、
「
貸
付
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
を
」
を

「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
通
知
書
を
当
該
」
に
改
め
、
「
前
条
第
一
項
の
」
及
び
「
同
項
の
」
を

削
る
。

第
八
条
中
「
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
」
を
「
貸
付
金
」
に
改
め
、
「
速
や
か
に
」
の
下
に
「
別
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
（
様
式
第
三
号
）
」
を
削
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
事
業
の
完
了
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
貸
付
け
を
受
け
た
者

（
以
下
「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
借
受
者
」
に
、
「
あ
つ
て
は
六
月
」
を
「
あ
っ
て
は
、
六

月
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
事
業
完
了
後
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
事
業
の

完
了
後
」
に
、
「
事
業
実
施
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
を
第
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
六
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
号
中
「
貸
付
申
請
書
」
を
「
第
六
条
第
一
項
の
申
請
書
」
に
、
「
あ
つ
た
」
を
「
あ

っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
償
還
金
」
を
「
貸
付
金
の
償
還
金
」
に
、
「
怠
つ
た
」
を
「
怠

２
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っ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
に
よ
り
」
を
「
に
よ
る
貸
付
金
の
」
に
改
め
、
「
支
払
の
猶
予
」
の
下
に
「
（
次

条
に
お
い
て
「
支
払
の
猶
予
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
支
払
猶
予
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
」

を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
に
、
「
添
え
、
」
を
「
添
え
て
、
こ
れ
を
貸
付
金
の
」

に
、
「
分
割
払
の
」
を
「
貸
付
金
の
償
還
に
つ
い
て
分
割
払
を
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
支
払
の
猶
予
の
決
定
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
猶
予
申

請
書
を
受
け
取
つ
た
」
を
「
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
」
に
、
「
猶
予
す
る
こ
と
」
を
「
支
払
の
猶

予
」
に
、
「
支
払
猶
予
の
」
を
「
支
払
の
猶
予
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
猶
予
の
」
を

「
支
払
の
猶
予
の
」
に
、
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ
た
」
に
、
「
支
払
猶
予
決
定
通
知
書
（
様
式
第
六

号
）
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
通
知
書
」
に
改
め
、
「
第
六
条
第
一
項
の
」
を
削
り
、
「
支

払
猶
予
を
」
を
「
支
払
の
猶
予
を
」
に
改
め
、
「
同
項
の
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
」
を
削
り
、
「
を
し
て
」
を

「
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
借
受
者
」
を

「
、
借
受
者
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
事
務
」
の
下
に
「
（
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
、
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
貸
付
金
の
償
還
の
決
定
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
支
払
の
猶
予
の
決
定
に
関
す
る
事
務
を

除
く
。
）
」
を
、
「
一
部
を
」
の
下
に
「
秋
田
県
漁
業
協
同
組
合
又
は
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
中
「
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
」
を
削
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
第
一
号
（四）
の
項
の
改
正
規
定

□

「
（２）

定
速
装
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

□
「
（２）

定
速
装
置
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
□
及
び

□

（３）

発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
式
集
魚
灯
」

□

第
十
五
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
入
港
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
七
号

秋
田
県
入
港
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
入
港
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
、
入
港
料
」
を
「
入
港
料
」
に
、
「
入
港
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
」
を

「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
条
の
規
定
に
基
づ

き
国
土
交
通
大
臣
が
勧
告
す
る
様
式
に
準
じ
た
届
出
書
」
を
「
港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
港
届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同

項
の
」
を
「
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
港
湾
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
、
調
査
し
」
を
「
調
査
し
」
に
、
「
様
式
第
二
号
」
を
「
別
記
様
式
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
入
港
料
減
免
申
請
書
」
を
「
申
請
書
」
に
、
「
届
出
書
」
を
「
入
港
届
」
に
改
め

る
。様

式
第
一
号
を
削
り
、
様
式
第
二
号
を
別
記
様
式
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
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